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１．研究目的･内容 

近年、企業の工場跡地等の再開発等に伴い、重金属、揮発性有機化合物等による土壌汚染が顕在

化してきている。特に最近における汚染事例の判明件数の増加は著しく、ここ数年で新たに判明

した土壌汚染の事例数は、高い水準で推移してきている。そこで本研究は、都市計画道路沿いの

土壌サンプル調査（府と市の管轄）およびそれに伴う行政上のやりとりについて調査した。 

２．研究経過及び成果 

 

土壌汚染とは、土壌が人間にとって有害な物質（重金属等）により汚染された状態のことをいう。

原因としては、工場の操業に伴い、原料として用いる有害な物質を不適切に取り扱ってしまった

り、有害な物質を含む液体を地下に浸み込ませてしまったりすることなどが考えられる。また、

土壌汚染の中には、人間の活動に伴って生じた汚染だけではなく、自然由来で汚染されているも

のも含まれる。 

土壌汚染には「地表面下の問題であるため、目には見えない」といった問題のほか、有害物質が

地下水にまで拡散すると、近隣の土地まで被害が及ぶ、土壌自体が私有財産を構成するので規制

が難しい、汚染された水や食物を摂取すると人体に健康被害を及ぼす可能性があるといった問題

がある。このような問題を防止するために、2002 年に「土壌汚染対策法」が制定された。同法で

は、地下水の摂取などによるリスク（土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出して、その有害

物質を含んだ地下水を飲んで口にすることによるリスク）の観点から 25 物質について土壌溶出量

基準が、また直接摂取によるリスク（有害物質を含む土壌を口や肌などから直接摂取することに

よるリスク）の観点から 25 物質にうち重金属を中心とした 9 物質について土壌含有量基準が設

定されている。 

こうした土壌汚染は、これまで明らかになることが少なかったが、近年、企業の工場跡地等の再

開発等に伴い、重金属、揮発性有機化合物等による土壌汚染が顕在化してきている。そこで本研

究は、府の土壌サンプルを蛍光 X 線分析装置で分析を行い、基準値を大幅に超えているものは

ICP-MS を用いてさらに分析を行い、汚染土壌の有無の確認を行った。 

汚染土壌であることが確認されたときに民間として、土壌汚染状況調査の結果等を府や市に対し

て自主的に報告し、検出場所を中心とした半径 500m の範囲内周辺について健康被害等の調査を

する必要がある。このため，府はホームページ上に以下の情報を公開する。 

1． 検出場所、情報の提供日および時間、現時点においての健康被害の情報 

2． 超過物質名、その含有量、環境基準の明示 

3． 今後の対応 

民間として、汚染土壌が確認された場合の対処。 

1． 汚染土壌の掘削除去 

2． 覆土 

3． 措置未実施（土壌汚染による健康被害のおそれなしの場合） 

これらの研究経過については、第 24 回環境化学討論会（平成 27 年 6 月）にて発表する。 



３．本研究と関連した今後の研究計画 

 

都市計画道路沿いの土壌サンプル調査（府と市の管轄）を行って、府と市の連携関係が関係機

関と上手くかみ合っていないところが見受けられた。 

住民への情報公開を迅速にするシステムと汚染土壌の迅速な確認をできるシステムを構築する

ことが必要と考えられる。 

 

 

 

 

４．成果の発表等 

発 表 機 関 名 種類（著書・雑誌･口頭） 発表年月日(予定を含む) 

第 24 回環境化学討論会 ポスター発表 平成 27 年 6 月 24 日 

   

   

   

   

 




